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  この給付は、ひとり親家庭のお母さんやお父さんが、資格取得のための養成機関

を受講する場合に、修業期間内の生活負担を軽減することを目的にその全期間（上

限４８ヵ月）について支給する「高等職業訓練促進給付金」と受講修了後に支給す

る「修了支援給付金」があります。 

 

☸ 対象になる方 💡令和 7 年 1月に改正しました💡 

ひとり親家庭の母や父であって、次の要件にすべて該当する方です。 

    ・小山市に住所がある方 

   ・児童扶養手当を受けているか、同じ位の所得水準にある方 

    ただし、所得水準を超えた場合であっても、その後１年に限り引き続き対象 

   ・この給付金と趣旨を同じくする他の給付を受けていない方 

   ・過去にこの給付金等を受けたことがない方 

 

☸ 対象になる資格 

看護師（准看護師含む）・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・ 

歯科衛生士・美容師・社会福祉士・調理師などです。 

養成機関におけるカリキュラム期間は、６カ月以上であることが必要です。 

※受講形式は、全日制（通学制）、オンライン学習（同時かつ双方向）が対象となり

ます。通信制（インターネットの利用有無に関わらず）は個別にご相談ください。 

※雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座の場合、情報関係の資格・講座に限り

ます。 

 

☸ 支給される給付金、支給額 

  ① 高等職業訓練促進給付金 

支給決定後、毎月請求手続きが必要です。最大 48 カ月分が支給されます。 

市県民税 支給額 請求方法 

非課税世帯 

１００，０００円/月 

修業期間の最後の 12 カ月

は４万円/月加算 

受講した月の翌月 30 日以内に、 

請求書と出席証明書（受講証明等）

を提出 

課税世帯 

７０，５００円/月 

修業期間の最後の 12 カ月

は４万円/月加算 

受講した月の翌月 30 日以内に、 

請求書と出席証明書（受講証明等）

を提出 

   ※市県民税課税状況は、受講希望者及び同一の世帯に属する方です。 
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   ② 修了支援給付金 

支給は１回のみ、講座修了後に申請手続きが必要です。 

市県民税 支給額 請求方法 

非課税世帯 ５０，０００円 修了日から起算して 30 日以内に申請 

課税世帯 ２５，０００円 修了日から起算して 30 日以内に申請 

   ※市県民税課税状況は、受講希望者及び同一の世帯に属する方です。 

 

 

☬ 「資格取得するためにこの制度を利用したい」方は、受講のお申込み前までに  

必ず市窓口へご相談ください。 

  

事前にご相談いただくことで、「この制度の対象者ではなかった」、「思っていた 

金額や期間ではなかった」などのトラブルを回避することができます。 

 

 

 

  【問合せ先】 

〇 給付金に関すること 
小山市子育て家庭支援課 子育て支援係 
TEL：０２８５（２２）９８５７ 
 

〇 その他の支援制度に関すること 
  小山市子育て家庭支援課 こども家庭センター 

  TEL：０２８５（２２）９６２７ 
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この給付金の支給を受けるためには、講座の申込前から手続きが必要です。給付

金のお支払いまでの流れをご案内します。 

 

 

① 事前相談 ※ 講座の申込みより一カ月前まで 

・給付金の制度案内と資格要件の確認のため面談をさせていただきます。下記の

「持ち物」をご用意ください。 

・面談の内容は、希望される資格、職種、受講期間、現在の生活状況（経済状況、

お子さんの養育状況など）と就職後の展望などをお伺いします。 給付金の要件

確認に必要な面談となりますので、ご了承ください。 

・面談の所要時間は１時間程度です。窓口にお越しになる日時をご予約ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【持ち物】 

□ 受講先の講座のパンフレット（受講期間、授業料等の記載があるもの） 

□ 教育訓練給付金支給要件回答書（ハローワークが発行するもの） 

 

 

② 講座の申込 

・ 受講先の機関（学校）にて入学手続きをお済ませください。 

・ 受講先の養成機関に在籍していることを証明するもの（入学決定通知、合格通

知など）は支給申請時に必要となりますので、保管してください。 

 

 

③ 支給申請書の提出 ※ 受講開始前までに 

・ 受講決定後、受講開始までに支給申請書を市役所窓口にご提出ください。審査

の上、支給の決定をします。 

・ 提出後２～３週間程度で支給・不支給決定通知書を郵送いたします。 

 

 

【予約先】 

小山市子育て家庭支援課 子育て支援係 

TEL：0285-22-9857  Mail：d-kosodate@city.oyama.tochigi.jp 
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【提出するもの】 

□ 戸籍謄本又は抄本（世帯全員が載っているもの） 

□ 受講講座のパンフレット（授業料等が記載されているもの） 

□ マイナンバーが確認できる書類（同一世帯に属する者の分も含む） 

□ 児童扶養手当証書の写し 

□ 養成機関に在籍していることを証明する書類（合格通知書等）の写し 

□ 振込先口座の通帳の写し（申請者名義の口座） 

 

 

④ 請求書の提出 ※ 毎月、月末までに 

・給付金の支給は月単位、毎月請求書の提出が必要です。 

・請求書は、受講した月の翌月以降に市役所窓口に提出となります。 

・受講状況を確認するため、「出席が証明できる書類（毎月）」、「取得単位証明  

（学期毎）」を請求書に添付してください。請求書のみではお支払いできません。 

・休学などにより講座の修了、資格取得の見込みがない場合や、月の初日から末日

までに出席が１日もない場合は、不支給となります。 

  

【提出するもの】 

□ 請求書 

□ 出席が証明できる書類（受講先の機関、学校にて交付するものなど） 

 

 

⑤ 修了支援給付金の支給申請の提出 

・受講修了後、修了日から起算して 30 日以内に市役所窓口に提出となります。  

審査の上、支給の決定をします。 

・提出後２～３週間程度で支給・不支給決定通知書を郵送いたします。 

 

【提出するもの】 

 □ 戸籍謄本又は抄本（世帯全員が載っているもの） 

□ マイナンバーが確認できる書類（同一世帯に属する者の分も含む） 

□ 当該講座の修了証明書の写し 

□ 児童扶養手当証書の写し 

□ 振込先口座の通帳の写し（申請者名義の口座） 

 

【問合せ先】 

〇 給付金に関すること 
小山市子育て家庭支援課 子育て支援係 
TEL：０２８５（２２）９８５７ 

 
〇 その他の支援制度に関すること 
 小山市子育て家庭支援課 こども家庭センター 
 TEL：０２８５（２２）９６２７ 


